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一般会計等財務書類における注記 

１．重要な会計方針 

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

     ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

ア 昭和５９ 年度以前に取得したもの･･･････････再調達原価 

     ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。 

イ 昭和６０年度以後に取得したもの 

     取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

     取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

     ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。 

② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

     取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

     取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

 

（２）有価証券等の評価基準及び評価方法 

① 満期保有目的有価証券･･････････････････････償却原価法（定額法） 

② 満期保有目的以外の有価証券 

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格 

（売却原価は移動平均法により算定） 

イ 市場価格のないもの･･････････････････････取得原価（又は償却原価法（定額法）） 

③ 出資金 

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格 

（売却原価は移動平均法により算定） 

イ 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額 

 

（３）有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物   ６年～５０年 

工作物  ５年～６０年 

物品   ３年～２０年 

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

（ソフトウェアについては、当市における見込利用期間（５年）に基づく定額法に 

よっています。） 

③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が 1年以内のリ

ース取引及びリース契約 1件あたりのリース料総額が 300 万円以下のファイナンス・

リース取引を除きます。） 

･･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法 
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（４）引当金の計上基準及び算定方法 

① 徴収不能引当金 

未収金については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上して

います。 

長期延滞債権については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計

上しています。 

 

② 退職手当引当金 

期末自己都合要支給額を計上しています。 

 

③ 賞与等引当金 

翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額

の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

 

（５）リース取引の処理方法 

① ファイナンス・リース取引 

ア  所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及びリ

ース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。） 

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

イ ア以外のファイナンス・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

 

② オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

 

（６）資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物 

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の

受払いを含んでいます。 

 

（７）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 物品及びソフトウェアの計上基準 

物品については、取得価額又は見積価格が５０万円（美術品は３００万円）以上の 

場合に資産として計上しています。 

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。 

 

② 資本的支出と修繕費の区分基準 

資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が６０万円未満であるとき、又は 

固定資産の取得価額等のおおむね１０％未満相当額以下であるときに修繕費として

処理しています。 
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２．重要な会計方針の変更等 

（１）会計方針の変更 

    変更はありません。 

 

（２）表示方法の変更 

   変更はありません。 

 

（３）資金収支計算書における資金の範囲の変更 

   変更はありません。 

 

３．重要な後発事象 

（１）主要な業務の改廃 

該当ありません。 

 

（２）組織・機構の大幅な変更 

該当ありません。 

 

（３）地方財政制度の大幅な改正 

該当ありません。 

 

（４）重大な災害等の発生 

該当ありません。 

 

（５）その他重要な後発事象 

該当ありません。 

 

４．偶発債務 

（１）保証債務及び損失補償債務負担の状況 

小口事業資金及び商工業振興資金について、埼玉県信用保証協会が行う市町村制度

金融保証の債務の保証の引き受けに係る損失補償契約を締結しております。 

 

（２）係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの 

係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けている主なものは次のとおりです。  

 

さいたま地方裁判所平成 29 年(ワ)第 2344 号      

損害賠償請求事件    11,176,253 円 

 

東京高等裁判所平成 30 年(ネ)第 344 号      

損害賠償請求控訴事件  4,952,669 円  

 

  さいたま地方裁判所平成 30 年(行ウ)第 16 号 

  処分無効確認請求事件 14,688,579 円 
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（３）その他主要な偶発債務 

該当ありません。 

５．追加情報 

（１）財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項 

①一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。 

一般会計 

 

②一般会計等と普通会計の対象範囲等に差異はありません。 

 

③地方自治法第 235 条の 5に基づき、出納整理期間を設けられている団体（会計）にお

いては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度

末の計数としています。 

なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体 

（会計）との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等

が終了したものとして調整しています。 

 

④地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のと

おりです。 

実質赤字比率       －％ 

連結実質赤字比率     －％ 

実質公債費比率   ４．４％ 

将来負担比率   １７．３％ 

 

⑤利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額 0 円 

 

⑥繰越事業に係る将来の支出予定額 200,192,394 円 

 

 ⑦過年度修正等に関する事項 

  該当ありません。 

 

（２）貸借対照表に係る事項 

① 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。 

ア 範囲  

普通財産のうち活用が図られていない公共資産 

 

イ 内訳                               単位（円）  

資産負債区分名称 貸借対照表における簿価 
平成 31 年 3 月 31 日時点 

における売却可能額 

事業用資産／土地 1,282,190,358 845,694,487 

インフラ資産／土地 7,559,852 4,413,638 

合計 1,289,750,210 850,108,125 

売却可能価額は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律における評価方法によっ

ています。 
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③減債基金に係る積立不足の有無及び不足額 

  該当ありません。 

 

④基金借入金（繰替運用）の内容 

該当ありません。 

 

⑤地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財 

政需要額に含まれることが見込まれる金額 25,091,802 千円 

 

⑥地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次の

とおりです。                        単位（円） 

標準財政規模                       16,925,730,000 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額  2,559,222,000 

将来負担額  39,427,566,000 

充当可能基金額  4,703,499,000 

特定財源見込額  5,086,020,000 

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額  27,142,372,000 

 

⑦地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース

債務金額 

流動負債    203,494,104 円 

固定負債    345,916,534 円 

合計      549,410,638 円 

 

⑧管理者と所有者が異なる指定区間の一級河川等は次のとおりです。なお、当該資産は

貸借対照表の資産に計上しておりません。 

・指定区間の一級河川等（武蔵水路に架かる橋りょう） 

インフラ資産／工作物 取得価額 1,715,975,730 円 減価償却累計額 1,022,605,057 円  

＜内訳＞ 

 

工作物（インフラ資産）  単位(円） 

資産名称 取得価額等 減価償却累計額 現在簿価 

2-12 東水橋 38,675,000  38,674,999  1  

2-13 四谷新橋 24,573,500  2,506,494  22,067,006  

2-14 赤城橋 24,573,500  2,506,494  22,067,006  

5-32 勝呂橋 57,489,600  5,863,938  51,625,662  

7-2 堀の内橋 92,462,440  9,431,166  83,031,274  

7-3 南大橋 129,830,680  13,242,726  116,587,954  

7-4 新大橋 236,385,000  236,384,999  1  

7-1 富士見橋 122,165,400  10,384,055  111,781,345  

9-49 弥生橋 38,326,400  35,183,592  3,142,808  

9-51 末広橋 38,326,400  35,183,592  3,142,808  

5-34 芝原橋 38,326,400  35,183,592  3,142,808  

7-8 聖天木橋 125,750,000  125,749,999  1  
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9-56 並木橋 38,326,400  35,183,592  3,142,808  

9-48 鴻池橋 23,954,000  21,989,772  1,964,228  

9-50 栄橋 24,367,000  2,071,195  22,295,805  

4-1 東橋 38,491,600  3,271,785  35,219,815  

5-35 北大橋 58,480,800  4,970,865  53,509,935  

5-33 若田橋 23,850,750  21,894,948  1,955,802  

4-2 新川橋 24,367,000  2,071,195  22,295,805  

4-3 小見橋 103,750,000  103,749,999  1  

7-5 神明橋 23,954,000  21,989,772  1,964,228  

7-6 両神橋 23,954,000  21,989,772  1,964,228  

7-7 天神橋 61,173,560  56,157,300  5,016,260  

7-9 埼玉橋 23,954,000  2,036,090  21,917,910  

9-47 元成田橋 86,730,000  79,618,140  7,111,860  

9-52 瑞穂橋 23,954,000  21,989,772  1,964,228  

9-53 中通橋 23,954,000  2,036,090  21,917,910  

9-54 常盤橋 45,512,600  3,868,570  41,644,030  

9-55 代官橋 23,954,000  21,989,772  1,964,228  

9-57 一之橋 23,954,000  21,989,772  1,964,228  

9-58 二之橋 23,954,000  21,989,772  1,964,228  

4-77 棒川新橋 28,455,700  1,451,238  27,004,462  

合計 1,715,975,730  1,022,605,057  693,370,673  

（３）純資産変動計算書に係る事項 

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

① 固定資産等形成分 

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上していま

す。 

② 余剰分（不足分） 

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。 

 

（４）資金収支計算書に係る事項 

①基礎的財政収支                 単位（円） 

基礎的財政収支             1,000,525,237 

業務活動収支 

（支払利息支出を除く） 2,495,513,852 

業務活動収支  2,331,352,543 

支払利息支出 164,161,309 

投資活動収支 

（基金積立金支出及び基金取崩収入を除く） △ 1,494,988,615 

投資活動収支            △ 1,505,404,718 

基金積立金支出 210,906,103 

基金取崩収入 200,490,000 
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②既存の決算情報との関連性                      単位（円） 

  収入（歳入） 支出（歳出） 

歳入歳出決算書 26,717,593,150 25,602,024,935 

財務書類の対象となる会計の範囲の相

違に伴う差額 
0 0 

繰越金に伴う差額 1,293,058,082 0 

資金収支計算書 25,424,535,068 25,602,024,935 

地方自治法第 233 条第 1 項に基づく歳入歳出決算書は「一般会計」を対象範囲として

いるのに対し、資金収支計算書は「一般会計等」を対象範囲としていますが、財務書類

の対象となる会計の範囲の相違はないため差額は発生しておりません。また、繰越金に

ついては、歳入歳出決算書では収入として計上しますが、公会計上では計上しないため

に、その分だけ相違します。 

 

③資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳 

単位（円） 

業務活動収支                              2,331,352,543 

投資活動収入の国県等補助金収入                 110,328,200 

未収債権、未払債務等の増加        417,457,335 

減価償却費                                  △ 2,587,444,701 

賞与等引当金繰入額 △ 329,893,142 

退職手当引当金繰入額                          △ 153,875,352 

徴収不能引当金繰入額                           △ 27,709,869 

資産除売却損                              △ 38,569,216 

資産売却益                                6,405,613 

純資産変動計算書の本年度差額                  △ 271,948,589 

 

④一時借入金 

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。 

なお、一時借入金の限度額は次のとおりです。 

一時借入金の限度額 800,000 千円 

 

⑤重要な非資金取引 

新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額 230,763,046 円 

有形固定資産の無償取得の額                  27,522,911 円 

 

 


